
本制度は、本学専任教員の研究⼒向上と科研費の採択率向上とを⽬的とするものです。

申請資格 科学研究費助成事業に申請した専任教員のうち、2026年度科研費の審査結果において

判定Aを受けた者

※判定Aとなった2026年度科研費が複数件あった場合でも、年度内に受給できる回数は

 1回を限度とします。

交付額 上限10万円

申請方法 科学研究費助成事業の審査結果の開示を受けてから1か月以内に、

その写しをコラボフロー（「研究⽀援制度申請届・変更届」）にて提出

審査方法 研究推進委員会の議を経て、学⻑が決定します。

決定後、採択者の氏名等が大学教育研究評議会に報告されます。

執⾏ルール 個人研究費の取扱いに準じます。

詳細は「個人研究費募集要項の４．研究費の使途」を参照してください。

受給要件 本学から、2027年度科学研究費助成事業に研究代表者として申請すること。

正当な理由なく申請を⾏わなかった場合には、執⾏した研究費の返還を求める場合があります。

申請にあたっては「追手門学院大学個人研究費規程」をよくお読みください。

■ 科研準備⾦（インセンティブ制度）

１．目的

２．募集内容

３．申請上の注意
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